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●
対
象
者

　
次
の
①
②
③
の
要
件
を
満
た
す
方

①
町
内
に
住
所
を
有
し
、か
つ
、現
に
町
内
に

居
住
す
る
65
歳
以
上
の
方（※

独
居
に
限

り
ま
せ
ん
。65
歳
未
満
の
方
と
同
居
さ
れ

て
い
て
も
対
象
に
な
り
ま
す
。）　

②
交
付
申
請
後
に
特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機

等
を
購
入
す
る
方

③
本
人
お
よ
び
同一世
帯
に
属
す
る
方
が
町

税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

●
補
助
金
お
よ
び
上
限
額

機
器
の
購
入
お
よ
び
設
置
に
要
す
る
費

用
の
２
分
の
１
の
額

　
上
限
額
５
，０
０
０
円

●
利
用
方
法

①
お
店
で
カ
タ
ロ
グ
と
見
積
書
を
も
ら
う
。

②「
交
付
申
請
書
」に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

企
画
商
工
課
へ
提
出
。

（
必
要
書
類…

カ
タ
ロ
グ
ま
た
は
説
明
書

の
写
し
、見
積
書
、申
請
者
お
よ
び
同一世

「
特
殊
詐
欺
対
応
電
話
機
等
の

購
入
費
用
を
補
助
し
ま
す
」

帯
に
属
す
る
方
の
納
税
証
明
書
）

③
交
付
決
定
通
知
後
、お
店
で
電
話
機
等
を

購
入
し
設
置
す
る
。

④「
実
績
報
告
書
」に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

企
画
商
工
課
へ
提
出
。

（
必
要
書
類…

領
収
書
の
写
し
、保
証
書
そ

の
他
の
装
置
の
品
番
が
分
か
る
書
類
の
写

し
、補
助
金
を
受
け
取
る
通
帳
の
写
し
）

⑤
町
か
ら
補
助
金
確
定
通
知
書
が
届
い
た

ら
、「
請
求
書
」を
提
出
。町
か
ら
指
定
口

座
に
補
助
金
が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

※

様
式
は
企
画
商
工
課
で
配
布
す
る
他
、町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

●
そ
の
他

購
入
前
に
必
ず
申
請
を
行
って
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
企
画
商
工
課
　
☎
６
４
ー
３
１
１
４

代
理
の
方
に
よ
る

申
請
も
で
き
ま
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て

●
話
す
と
き
は「
マ
ス
ク
会
話
」

休
憩
時
間
な
ど
は
、つ
い
気
が
緩

み
が
ち
に
な
る
の
で
特
に
注
意

を
し
ま
し
ょ
う
。

●
食
事
の
と
き
も
話
を
す
る
な
ら

　
必
ず
マ
ス
ク

会
話
す
る
と
き
は
必
ず
マ
ス
ク

を
着
用
し
、飲
食
す
る
と
き
は
黙

食
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

《
風
邪
症
状
が
あ
る
方
は
早
め

に
医
療
機
関
で
受
診
し
て
く

だ
さ
い
》

　
風
邪
症
状（
倦
怠
感
、咽
頭
痛
な

ど
）が
見
ら
れ
る
場
合
は
、早
め
に

か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。か
か
り
つ
け
医
が
い
な
い
場

合
は
岡
山
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

『
発
熱
患
者
等
診
療・検
査
医
療
機

関
』を
探
す
か
、備
中
保
健
所
井
笠

支
所
等
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

●
備
中
保
健
所
井
笠
支
所

 
☎
0
8
6
5
ー
6
9
ー
1
6
7
5

 
９
時
〜
17
時

 
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

●
一
般
相
談
窓
口

 
☎
0
8
6
ー
2
2
6
ー
7
8
7
7

 
24
時
間
対
応

《
小
児
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

つ
い
て
》

　
５
歳
か
ら
11
歳
の
方
も
、新
型
コ

ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。対
象
の
方
に
は
、

随
時
接
種
券
を
送
付
し
ま
す
。

《
接
種
券
の
発
送
に
つ
い
て
》

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
を
受
け
、接
種
券
を
前

倒
し
で
送
付
し
て
い
ま
す
。接
種
券

が
届
い
た
方
か
ら
予
約
で
き
ま
す
。

対
象
の
方
で
接
種
券
が
届
か
な
い

方
は
、健
康
福
祉
課
に
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。

●
健
康
福
祉
課

　
☎
6
４
ー
7
２
１
１

《
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
予
防
に
つ
い
て
》

　
感
染
力
の
高
い
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

に
よ
る
感
染
が
ま
ん
延
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
ゼ
ロ
密
」、不
織
布
マ

ス
ク
の
活
用
、手
指
の
消
毒
、こ
ま

め
な
換
気
、湿
度
維
持
な
ど一層
の

感
染
症
対
策
徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、感
染
や
重
症
化
を
防
ぐ

た
め
ワ
ク
チ
ン
未
接
種
の
方
は
接

種
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

《
思
い
や
り
の
ル
ー
ル「
マ
ス

ク
コ
ー
ド
」》

　
岡
山
県
で
は『
思
い
や
り
の
ル
ー

ル「
マ
ス
ク
コ
ー
ド
」』を
推
進
し
て

い
ま
す
。

●
不
織
布
マ
ス
ク
を
正
し
く
着
用

不
織
布
マ
ス
ク
を
顔
に
す
き
間

な
く
フ
ィ
ッ
ト
さ
せ
、し
っ
か
り

着
用
し
ま
し
ょ
う
。
布
や
ウ

レ
タ
ン
よ
り
不
織
布
の
方
が
感

染
予
防
効
果
な
ど
が
高
い
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

《
集
団
接
種【
追
加（
３
回
目
）

接
種
】》

●
日
程

　
３
月
６
日（
日
）、３
月
13
日（
日
）、

　
３
月
20
日（
日
）、３
月
27
日（
日
）

　
９
時
〜
12
時
、13
時
〜
16
時

　（
予
約
枠
は
30
分
ご
と
）

●
場
所

　
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー（
本
庁
舎

　
北
側
）

●
対
象
者
　
18
歳
以
上
の
方

●
ワ
ク
チ
ン

 
武
田
／
モ
デ
ル
ナ
社
製

●
予
約
方
法

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（https://jump.mrso.jp/334456/

）

○
里
庄
町
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

　
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
ー
6
0
6
ー
5
6
7

　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
土・日・祝
日
を
除
く

※

お
手
元
に
接
種
券
を
用
意
し

　
て
予
約
く
だ
さ
い
。詳
細
は
接

　
種
券
同
封
チ
ラ
シ
を
確
認
し
て

　
く
だ
さ
い
。

●
里
庄
町
集
団
接
種

　
予
約
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
▼

令和３年度 コミュニティ助成事業

　
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

で
は
、宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業

と
し
て
、宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を

財
源
と
し
て
実
施
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、古
井
分
館
お
よ
び
大
原

東
分
館
が
宝
く
じ
の
助
成
金
で
、
エ

ア
コ
ン
、
照
明
器
具
な
ど
の
分
館
活

動
備
品
を
整
備
し
ま
し
た
。

エアコン 照明器具 備品倉庫

草刈り機 発電機 コードリール
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まちのわだい

　長年にわたり生活環境改善事業の発展と地域
の環境美化活動のために尽力し、その功績が特
に顕著であると認められた生活環境改善功労者
として美山尚德さん（林）と小野利公さん（大原
中）が環境大臣表彰を受賞されました。
　美山さんと小野さんは町の環境衛生協議会副
会長として、地域のみならず町全体の環境美化や
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本部班長
第１分団 第２部班長
第１分団 第４部団員
第２分団 第５部班長
第２分団 第６部団員
第２分団 第７部団員
第２分団 第 部団員  

妹尾　隆典
小川　聖之
平野　孝明
佐藤　鉄也
寺本　拓也
藤井　智久
山本　裕文

○笠岡地区消防組合消防長表彰
功　労　章
功　労　章

第１分団 第４部部長
第２分団 第７部部長

小野　俊一
馬場　靖之

○日本消防協会長表彰
功　績　章 第１分団 分団長 磯田　典久

　１月 日に予定していた令和４年里庄町消防出初式は、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため中止となりましたが、多年にわたり消防活動に尽力した消防職員・消防団員が
表彰されました。受章者は次のとおりです。（敬称略）

消防表彰受章

環境大臣表彰受賞

【土】【木ＡＭ】診療・日祝休診広 

告

リフォームの商品紹介や
実際の施工の様子を紹介！
チャンネル登録、ぜひ
よろしくお願いします！

〒714-0098 岡山県笠岡市十一番町10-2　E-MAIL:toiawase@imajuu.com

広 

告

正しい利用を
～ 番の適正利用街頭啓発～

　１月 日、東・西地域安全推進委員が主体となり、 番の
日にあわせ、里庄駅前で 番の適正利用を呼びかける街
頭啓発が行われました。
　地域安全推進委員の方は、「事件・事故などの緊急連絡
時は 番へ、その他の通報は警察署へお願いします。」と
説明を行いながら啓発グッズを配布し、 番の適正利用を
呼びかけました。

されています。
　お二人のご功績に心から感謝の意を表しますとともに、今後ますますのご活躍をお祈りします。

小野 利公さん 美山 尚德さん

心と体を鍛えるために！！
～里庄柔道・剣道スポーツ教室寒稽古～

　１月 日、里庄町武道館で寒稽古が行われました。
　本来は３日間行われる予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため１日のみ行われ、柔道ス
ポーツ教室生約 人、剣道スポーツ教室生約 人が参
加しました。
　厳しい寒さに負けず、仲間とともに稽古に励みました。

　２月４日、里庄中学校で、里庄町立志記念講演がありました。
今年度の立志式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため中止となり、２年生の各教室でオンライン講演会のみ
行われました。冒頭に、立志を迎えた２年生代表の佐藤楓斗さ
んがオンラインで誓いの言葉を宣言しました。
　その後、岡山大学の中山芳一准教授から「いまこそ伸ばそ

立志の誓い！
～第 回里庄町立志記念講演～

う非認知能力―これからの時代を生き抜くために―」と題してオンラインで講演がありました。
　生徒は、非認知能力の大切さと高める方法について、熱心にメモをとりながら聞いていました。
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❶原付と小型特殊自動車の場合
町民課（税務）
☎６４－３１１３
※転出した場合は、転出先の役所でも手続きできることがあります。

上記①の場合 ･････････ ナンバープレート、窓口に来られる方の本人確認書類
　　　　　　　　　 （運転免許証やマイナンバーカードなど）
　　　　　　　　　　 ※転出先で手続きする場合は、転出先の役所へお問い合せください。
上記②、③の場合･･････ 各事務所へお問い合わせください。

車種に応じて、次の場所で廃車手続きを行ってください車種に応じて、次の場所で廃車手続きを行ってください

　日中に役場へ来庁できない方を対象に、夜間に町税や保険料の納付および納付相談の窓口を
開設します。この機会にぜひご利用ください。
　※納付相談には、収支が分かるものと印鑑を必ずお持ちください。

３月末までに次のことがあった場合･･･３月末までに次のことがあった場合･･･
●廃車した　●譲渡した　●所有者が亡くなった
●里庄町から転出した　  ●使用しなくなった　●使用できなくなった
●盗難にあった　　　　　　　　　
●買い換えた（※新しい車両の登録手続きも必要です）　

（※警察に届け出た後、廃車してください）

※県外に転出した場合は、現住所を所管する運輸支局

❷軽二輪と二輪の小型自動車の場合
中国運輸局　岡山運輸支局
☎０５０－５５４０－２０７２

※県外に転出した場合は、現住所を所管する軽自動車検査協会

❸軽三輪、軽四輪の場合
軽自動車検査協会　岡山事務所
☎０５０－３８１６－３０８４

【手続きに必要なもの】

　国税庁では、国税専門官を募集しています。
〔受験資格〕
　①平成４年４月２日～平成13年４月１日生まれの方
　②平成13年４月２日以降生まれの方で次に掲げる方
　 （１）大学を卒業した方および令和５年３月までに大学を卒業する見込みの方
　 （2）人事院が（１）に掲げる方と同等の資格があると認める方
〔試験の程度〕
　○大学卒業程度
〔受験申込方法〕
　○原則としてインターネットにより申込みを行ってください。
　　インターネット申込専用アドレス　https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
〔受験案内およびパンフレットの請求、問合せ先〕
　○広島国税局人事第二課試験研修係
　　〒730－8521　広島市中区上八丁堀６－30　☎082－221－9211　内線3635・3743
　　またはお近くの税務署総務課へ
〔採用案内情報等〕
　国税庁ホームページに掲載 https://www.nta.go.jp

◎  国 税 専 門 官 募 集  ◎

　農地を無断で転用すると、農地法違反になります。
　工事の中止や農地への原状回復命令を受けたり、厳しい罰則（３年以下の懲役または300万円以
下（法人は１億円以下）の罰金）が適用されたりすることがあります。
　また、場所によっては、原則として農地転用自体が認められない土地（農業振興地域内農用地）
もあります。
　耕作を行う方が自分の農地を保全するため、または利用増進のために必要な施設（農業用施設
等）を建てる場合には、土地の利用面積が「２a（200㎡）未満」であるときに限り、農地の転用の制限
に例外規定があり、農業委員会へ届け出をすることで実行できます。
　農地に関することについて、詳しくは、里庄町農業委員会へお尋ねください。

【問合せ先】　里庄町農業委員会 ☎６４－７２１５

～ストップ！農地の違反転用～

はい！
農地法の許可や
手続きが必要です

はい！
農地法の許可や
手続きが必要です

　田畑など農地の上に建物を建てたり、駐車場にするなど農業以外の目的に利用するときは、
農地法で定められた農地転用許可が必要です。

農地を農地以外の目的に利用する場合は、農地転用許可が必要です

違反転用

っておきたい税情報知 問合せ先
町民課（税務）
☎６４－３１１３

夜間納付相談窓口を開設

■日　時　令和４年３月17日（木） 17時15分～20時
■場　所　里庄町役場庁舎１階　町民課（税務）窓口

軽自動車・原付の廃車手続きはお早めに！軽自動車・原付の廃車手続きはお早めに！
４月１日● 軽自動車税種別割は、毎年４月１日 現在の所有者等に課税されます。

● 4月２日以降に廃車手続きをしても税金の払い戻しはありませんので、ご注意ください。
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に例外規定があり、農業委員会へ届け出をすることで実行できます。
　農地に関することについて、詳しくは、里庄町農業委員会へお尋ねください。

【問合せ先】　里庄町農業委員会 ☎６４－７２１５

～ストップ！農地の違反転用～

はい！
農地法の許可や
手続きが必要です

はい！
農地法の許可や
手続きが必要です

　田畑など農地の上に建物を建てたり、駐車場にするなど農業以外の目的に利用するときは、
農地法で定められた農地転用許可が必要です。

農地を農地以外の目的に利用する場合は、農地転用許可が必要です

違反転用

っておきたい税情報知 問合せ先
町民課（税務）
☎６４－３１１３

夜間納付相談窓口を開設

■日　時　令和４年３月17日（木） 17時15分～20時
■場　所　里庄町役場庁舎１階　町民課（税務）窓口

軽自動車・原付の廃車手続きはお早めに！軽自動車・原付の廃車手続きはお早めに！
４月１日● 軽自動車税種別割は、毎年４月１日 現在の所有者等に課税されます。

● 4月２日以降に廃車手続きをしても税金の払い戻しはありませんので、ご注意ください。
















